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１級製図、令和7年に合格するぞ「製図の合格率と傾向分析」について解説
します。

表１は、新試験制度となった平成21年から令和6年までの製図の合格基

準等です。

ここで、大きな変化は、令和元年から明らかにランクⅢとランクⅣの比率が

上がったという点です。

令和元年、２年、３年、４年、５年と連続で、ランクⅢとⅣの合計比率が約６

割となっています。

更に、令和6年は、このランクⅢとⅣの合計比率が約７割と高くなりました。
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令和元年以前のランクⅢの比率は、約20％です。

また、ランクⅣの比率は、約10％であり、その合計比率は、約30％でした。

ところが、令和元年からのランクⅢの比率は、約30％です。

また、ランクⅣの比率は、約30％であり、その合計比率は、約60％と２倍に

上がっています。

なお、ここは、令和6年約70％と更に高くなりました。

この点は、標準解答図と受講者の合否図面を分析すると、明らかに令和

元年からは、法違反をすると、一発ランクⅢまたはランクⅣに落とされたと

推定できます。
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令和元年には、初めてセンターから「受験者の答案の解答状況」が公表さ

れました。

その内容は以下の通りです。

ランクⅢ及びランクⅣに該当するものが多く、具体的には以下のようなもの

を挙げることができる。

・設計条件に関する基礎的な不適合：「要求されている室の欠落」や「要求

されている主要な室等の床面積の不適合」

・法令への重大な不適合：「延焼のおそれのある部分の位置（延焼ライン）

と防火設備の設置」、「防火区画（特に吹抜け部の１階部分の区画）」や「直

通階段に至る重複区間の長さ」等

・そのほか建築計画に基礎的な問題があるもの：「吹抜けの計画（吹抜けと

なっていないもの）」等

この内容からも令和元年から審査基準（法違反等）が厳しくなったと推定で

きます。
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その傾向は令和２年から令和６年と継続されています。

以下は、令和６年の受験者の答案の解答状況で公表された内容です。

ランクⅢ及びランクⅣに該当するものが多く、具体的には以下のようなもの

を挙げることができる。

・設計条件に関する基礎的な不適合：「階段の不成立」、「要求室・施設等

の特記事項の不適合」等

・法令への重大な不適合：「道路高さ制限」、「延焼のおそれのある部分の

位置（延焼ライン）の明示と防火設備の設置」等

令和6年に初めて「明示」という表現になりました。

この点は、１ヵ所でも書き忘れた場合は、ランクⅢやランクⅣになると読み

取れます。
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製図試験の合格者と傾向分析をまとめると以下の通りとなります。

ここで重要なのは、次の３点です。

① 令和元年からランクⅢとランクⅣの不合格率が上がっている。

② その不合格率は、令和元年以前がランクⅢとランクⅣの合計約30％が、２倍の約60％

となっている。令和6年は更に約70％と高くなりました。

③ その理由は、「受験者の答案の解答状況」等から判断すると法違反適合への審査基

準が厳しくなったと推定できる。

特に法適合違反への審査基準は厳しく、令和5年の北側高さ制限への違反は当然として、

例えば延焼ラインを１ヶ所でも書き忘れると一発不合格になったと推定できる。

令和6年は、北側が植栽帯付き自由通路があり、ここに隣地境界線と書いていることから、

この北側は採光が影響するが、２ｍ離隔は、１階や２階の採光が確保できないので、ほぼ

不合格になったと推定できる。

従って、令和7年の製図試験に合格するためには、第一に法適合違反をしない図面を書き

上げるという点が最重要と推定する。

以上で1級建築士の製図試験における、「令和7年、製図の合格率と傾向分析」の解説を
終了します。


